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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸縮可能に配置された外形部をもつ昇降コラムと、ベースユニットと、ロック要素と、
を含み、
　上記伸縮可能に配置された外形部は上端および下端を有し、上記上端はこれに固定され
たハウジングを有しており、
　上記ベースユニットは、少なくとも上記ハウジングの一部を受容する区画を有しており
、
　上記ロック要素は、ロック位置をとるとき上記ベースユニットと上記ハウジングとの間
に圧迫力を付与するとともに、これによって上記ハウジングが上記ベースユニットに固定
され、かつ当該ロック要素は当該ロック要素を上記ロック位置に保持する手段を有してお
り、
　上記ベースユニットの横断面は中空形状のように形成され、その中に上記ハウジングを
配置することができることを特徴とする、家具用支持フレーム。
【請求項２】
　上記ベースユニットはガイドを含む、請求項１に記載の支持フレーム。
【請求項３】
　上記ベースユニットにおいて上記ガイドと協働するためのガイドをもつクランプを含み
、上記ハウジングは上記ベースユニットと上記クランプとの間に位置しており、上記ロッ
ク要素は上記ベースユニットおよび上記クランプと協働してロック位置をとるとき上記ハ
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ウジングに圧迫力を付与し、これによって上記ハウジングが上記ベースユニットに固定さ
れる、請求項２に記載の支持フレーム。
【請求項４】
　上記クランプは、上記ロック要素がロック位置をとるとき当該ロック要素を挿入し、か
つ保持することができる開口を含む、請求項３に記載の支持フレーム。
【請求項５】
　上記ベースユニットは上記ハウジングの幅と対応する相互間間隔を隔てた２つの平行側
壁をもつＵ型横断面を有し、上記ベースユニットの上記ガイドは上記平行側壁に設けられ
ていることを特徴とする、請求項２に記載の支持フレーム。
【請求項６】
　上記クランプは２つの平行側壁をもつＵ型横断面を有し、上記クランプの上記ガイドは
上記平行側壁に形成されていることを特徴とする、請求項３に記載の支持フレーム。
【請求項７】
　上記ベースユニットは上記２つの平行側壁を連結する横壁を含み、後端をもつ上記ハウ
ジングが当該横壁に当接することを特徴とする、請求項５に記載の支持フレーム。
【請求項８】
　上記中空形状のベースユニットは上記昇降コラムの伸縮可能に配置された外形部のため
の凹部を含み、これにより上記ハウジングの全体を上記ベースユニットの上記中空形状内
に受容することができることを特徴とする、請求項１に記載の支持フレーム。
【請求項９】
　上記中空形状のベースユニットは開口を含み、上記ロック要素がロック位置をとるとき
当該開口内に上記ロック要素を挿入し、かつ保持することができることを特徴とする、請
求項８に記載の支持フレーム。
【請求項１０】
　横壁を含み、当該横壁は上記中空形状のベースユニットの一端を少なくとも部分的に閉
じ、後端をもつ上記ハウジングが上記横壁に当接することができることを特徴とする、請
求項８に記載の支持フレーム。
【請求項１１】
　上記ベースユニットの上記横壁および当該横壁に当接する上記ハウジングの端部には、
上記ハウジングを上記ベースユニットに保持するように機能する手段が設けられているこ
とを特徴とする、請求項７に記載の支持フレーム。
【請求項１２】
　横部材をさらに含み、上記ベースユニットの上記横壁は上記横部材の一部によって構成
されていることを特徴とする、請求項１１に記載の支持フレーム。
【請求項１３】
　上記ハウジングは、上記ベースユニットの上記ガイドと協働するためのガイドを含むこ
とを特徴とする、請求項２に記載の支持フレーム。
【請求項１４】
　上記ベースユニットは、上記ロック要素がロック位置をとるとき当該ロック要素を挿入
し、かつ保持することができる開口を含むことを特徴とする、請求項１３に記載の支持フ
レーム。
【請求項１５】
　上記ロック要素は上記ハウジングに係合するための前面を含むことを特徴とする、請求
項１ないし１４のいずれかに記載の支持フレーム。
【請求項１６】
　上記ロック要素は上記開口の端部との係合のための突出端を含み、この係合部周りの回
転態様において上記ロック要素をこの開口にむけて押圧することができることを特徴とす
る、請求項４、９、１４のいずれかに記載の支持フレーム。
【請求項１７】
　上記昇降コラムは、上記昇降コラムの動作をもたらす電気モータおよびトランスミッシ
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ョンが当該昇降コラムのハウジング内に配置されたタイプのものであることを特徴とする
、請求項１ないし１６のいずれかに記載の支持フレーム。
【請求項１８】
　上記昇降コラムは、上記昇降コラムの動作をもたらす電気モータおよびトランスミッシ
ョンが伸縮可能に配置された外形部の一つ中に配置され、かつ分離ユニットとしての上記
ハウジングが上記伸縮可能な外形部の一つにおける端部に取り付けられたタイプのもので
あることを特徴とする、請求項１ないし１７のいずれかに記載の支持フレーム。
【請求項１９】
　伸縮可能に配置された外形部をもつ昇降コラムと、ベースユニットと、ロック要素と、
を含み、
　上記伸縮可能に配置された外形部は上端および下端を有し、上記上端はこれに固定され
たハウジングを有しており、
　上記ベースユニットは、少なくとも上記ハウジングの一部を受容する区画を有しており
、
　上記ロック要素は、ロック位置をとるとき上記ベースユニットと上記ハウジングとの間
に圧迫力を付与するとともに、これによって上記ハウジングが上記ベースユニットに固定
され、かつ当該ロック要素は当該ロック要素を上記ロック位置に保持する手段を有してお
り、
　上記ベースユニットはガイドを含み、
　上記ベースユニットにおいて上記ガイドと協働するためのガイドをもつクランプを含み
、上記ハウジングは上記ベースユニットと上記クランプとの間に位置しており、
　上記ロック要素は上記ベースユニットおよび上記クランプと協働してロック位置をとる
とき上記ハウジングに圧迫力を付与し、これによって上記ハウジングが上記ベースユニッ
トに固定される、家具用支持フレーム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、家具用支持フレームに関し、上端および下端をもつ少なくとも１つの外形部
を含む昇降コラムをもち、上記上端にはこれに固定されたハウジングを持つものに関する
。
【０００２】
　高さ調整可能なテーブルのための伸縮式ガイドおよびボックス状ハウジングを含む昇降
コラムは１９９０年代後半に開発され、この伸縮式ガイドはテーブル脚の形態をもつ。こ
こで上記ボックス状ハウジングは通常矩形であり、電気モータ、伝動装置および種々の電
子機器を包含する。そのような昇降コラムの例は、ＬＩＮＡＫ　Ａ／Ｓに対する国際公開
ＷＯ２００４／１００６３２Ａ１の図１に示されている。昇降コラムの他の例がＬＩＮＡ
Ｋ Ａ/Ｓに対する国際公開ＷＯ０３/００３８７６Ａ１に開示されており、ここで駆動ユ
ニット全体、伝動装置および種々の電子機器が上記伸縮式ガイド内に統合されている。
【０００３】
　ボックス状ハウジングをもつタイプの昇降コラムを含む支持フレームのために、上記昇
降コラムは典型的には２つの長手部材に対して上記ボックス状ハウジングに延びるねじ手
段によって固定される。上記長手部材は通常、上記ボックス状ハウジングの幅と対応する
相互間距離をもって平行に配置される。上記長手部材の各端部に対して横部材が固定され
る。昇降コラムが両端において取り付けられ、ここで上記ボックス状ハウジングは上記長
手部材間に配置され、かつ一端がそれぞれの横部材に当接している。上記昇降コラムは上
記２つの長手部材および上記横部材を通るねじ手段によって、それぞれ上記ボックス状ハ
ウジングの側部および一方の端部に対して固定されている。このようなテーブルの一例が
ＬＩＮＡＫ　Ａ／Ｓに対する米国特許第６，５０９，７０５Ｂ２に示されている。これに
示されるように、ボックス状ハウジングをもつ昇降コラムは、テーブルの長手方向におい
て取付けられている。
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【０００４】
　ＬＩＮＡＫ　Ａ／Ｓに対する欧州特許公開ＥＰ２１６０９５８Ａ１は、昇降コラムの取
り付けのための解決法を開示しており、これにおいて、ボックス状ハウジングをもつ昇降
コラムはテーブルを挟んで対向している。ＥＰ２１６０９５８Ａｌの図６－９は、Ｕ型形
状に基づく分離取付けブラケットによる解決法を開示し、ここでボックス状ハウジングを
もつ昇降コラムは上記Ｕ型形状の側部間に嵌っている。ＥＰ２１６０９５８Ａ１の図８－
９において、取り付けブラケットは、傾斜する側部および端部をもち、昇降コラム上のボ
ックス状ハウジングと対応する穴をもつボックスのように形成されている。このように、
昇降コラムのボックス状ハウジングは、取り付けブラケットに受容され、かつ固定される
。これらの２つの解決法の利点は、一般的な昇降コラムを用いることができることである
。このような取り付けにより、さもなければ必要となる長手部材および横部材を省略する
ことができ、かつそれでもなおテーブルの横方向の良好な安定性を達成することができる
。ＥＰ２１６０９５８Ａｌの図５で説明されている解決法は、ハウジングの上部側からの
突出部を固定するための舌部をもち、さらにガイドが横方向を向くというハウジングの特
別な設計が必要であり、その結果、まったく異なる昇降コラムの設計となる。
【０００５】
　Ｄｕｂａ-Ｂ８　Ａ／Ｓに対するデンマーク特許公報ＤＫ１７６２５６Ｂ１から、案内
路に基づく結合システムおよび家具と家具パーツの結合のための回転可能な偏心装置が知
られている。上記結合システムは家具と家具パーツを結合するために用いられ、平坦なユ
ニットが上記案内路内に位置づけられ、互いに接している家具または家具パーツの２つの
部分のそれぞれにおいて当該平坦なユニットが上記偏心装置でロックされている。ＤＫ１
７６２５６Ｂ１の図６は、テーブル脚の上端にテーブルの結合に使用されるユニットと対
応する平坦ユニットが設けられるという対応方法でどのようにテーブル脚が固定できるか
を示している。この場合、高さ調節可能なテーブル脚が特別な安定した固定構造を必要と
しないと理解される。案内路と回転可能な偏心装置に基づくテーブルのための対応する結
合システムは、Ｋｅｓｓｅｂｏｈｍｅｒに対するドイツ特許公開ＤＥ１０２００９０３６
２０４Ａ１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００４／１００６３２Ａ１
【特許文献２】国際公開ＷＯ０３/００３８７６Ａ１
【特許文献３】米国特許第６，５０９，７０５Ｂ２
【特許文献４】欧州特許公開ＥＰ２１６０９５８Ａ１
【特許文献５】デンマーク特許公報ＤＫ１７６２５６Ｂ１
【特許文献６】ドイツ特許公開ＤＥ１０２００９０３６２０４Ａ１
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の目的は、電動昇降コラムを簡便かつ短時間で固定できる、調節可能な家具のた
めの支持フレームを提供することである。
【０００８】
　上記目的は、本発明にしたがい、少なくとも昇降コラムハウジングの一部、およびロッ
ク要素を受容する区画をもつベースユニットを備え、上記ロック要素はロック位置をとる
とき上記ベースユニットと上記昇降コラムハウジングとの間に圧迫力を付与する、支持フ
レームを設計することにより達成される。このようにして、上記昇降コラムハウジングは
位置づけられるとともに上記ベースユニットに固定される。上記支持フレームはさらに、
上記ロック要素をロック位置に保持するための手段を含む。これにより、工具を用いるこ
となく簡単かつ容易に組み立ておよび取り付けを行うことができる支持フレームが達成さ
れる。
【０００９】
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　一つの実施例において、上記支持フレームのベースユニットはガイドを含み、このガイ
ドは、上記支持フレームの構造に依拠して、上記昇降コラムの上記ベースユニットへの固
定を含む上記昇降コラムの正確な固定のためのガイドとして機能する。
【００１０】
　一つの実施例において、上記支持フレームは上記ベースユニットのガイドと協働するた
めのガイドをもつクランプを含む。この実施例において、上記昇降コラムハウジングは上
記ベースユニットと上記クランプとの間に配置される。上記ロック要素がロック位置にあ
るとき、このロック要素は上記ベースユニットおよび上記クランプと協働して上記昇降コ
ラムハウジングに圧迫力を付与する。このようにして、上記昇降コラムハウジングは上記
ベースユニットに固定される。一つの実施例において、上記ロック要素は上記クランプに
おける開口に挿入することができ、かつロック位置に保持することができる。
【００１１】
　一つの実施例において、上記ベースユニットは上記昇降コラムハウジングの幅と対応す
る相互間隔を隔てた２つの平行側壁をもつＵ型の横断面を有し、上記ベースユニットの上
記ガイドは上記平行側壁間に構成される。上記ベースユニットの側壁と上記昇降コラムハ
ウジングとの間のクリアランスを最小とすることにより、上記ベースユニットに対する上
記ハウジングの改善された固定が達成される。
【００１２】
　一つの実施例において、上記クランプは２つの平行な側壁をもつＵ型横断面を有し、こ
の中に上記クランプの上記ガイドが配置される。この実施例はさらに、上記ベースユニッ
トへの上記ハウジングの改善された固定に貢献する。
【００１３】
　一つの実施例において、上記ベースユニットは当該ベースユニットの２つの平行側壁を
連結する横壁を含み、当該横壁に対して上記昇降コラムハウジングの後端が当接すること
ができる。上記ハウジングのさらに他の面が上記ベースユニットに固定され、上記固定が
改善される。
【００１４】
　一つの実施例において、上記ベースユニットの横断面は中空形状のように形成され、開
放端からスライドすることにより上記昇降コラムハウジングをこのベースユニット内に配
置することができる。便宜上、上記中空形状のベースユニットは、上記昇降コラムの伸縮
可能外形部のための凹部を含み、これにより上記昇降コラムハウジングの全体を上記ベー
スユニット内に受容することができる。
【００１５】
　上記昇降コラムを上記ベースユニット内に固定するために、上記中空形状のベースユニ
ットは開口を含むことができ、この開口に上記ロック要素を挿入し、かつこれをロック位
置に保持する。上記昇降コラムの固定を改善するために、上記支持フレームは横壁を含む
ことができ、この横壁は上記中空形状のベースユニットの一端を少なくとも部分的に閉じ
る。このようにして、昇降コラムハウジングの後端が上記横壁に当接することができる。
【００１６】
　一つの実施例において、上記ベースユニットの上記横壁および上記横壁に当接している
上記昇降コラムハウジングの端部には、上記昇降コラムハウジングを上記ベースユニット
に保持するための手動で機能する手段を設けることができる。これにより、上記固定を改
善することができる。
【００１７】
　一つの実施例において、上記横壁は同様に上記支持フレームに含まれる横部材の一部を
構成する。
【００１８】
　一つの実施例において、上記昇降コラムハウジングは上記ベースユニットの上記ガイド
と協働するためのガイドを含む。これにより、上記昇降コラムはクランプを用いることな
く上記ベースユニットに固定することができる。上記昇降コラムを固定するため、上記ベ
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ースユニットは開口を含み、この開口に上記ロック要素を挿入してこれをロック位置に保
持することができる。
【００１９】
　一つの実施例において、上記ロック要素は上記昇降コラムハウジングに係合するための
前面を含む。上記ロック要素と上記昇降コラムハウジングとの間の面作用が、上記ロック
ブロックがロック位置をとるときの力の伝達を確実にする。
【００２０】
　他の実施例において、上記ロック要素は上記ベースユニットまたは上記クランプにおけ
る開口の端部との係合のための突出端を含み、この係合部周りの回転態様において上記ロ
ック要素をこの開口にむけて押圧することができる。このようにして、上記ロックブロッ
クが上記開口に正確に位置させられることが確実となり、同様に上記係合なしには上記ロ
ック要素がそのロック位置をとることができない。上記回転動は上記ロック要素により容
易にそのロック位置をとらせることができる。
【００２１】
　一つの実施例において、上記ロック要素は上記ベースユニットまたは上記クランプにお
ける上記開口に係合するために設けられたスナップロックを含む。上記スナップロックが
この開口に係合しているとき、上記ロック要素はそのロック位置に保持される。
【００２２】
　上記支持フレームの一つの実施例において、上記昇降コラムは、上記昇降コラムの動作
をもたらす電気モータおよびトランスミッションが当該昇降コラムのハウジング内に配置
されたタイプのものである。
【００２３】
　他の実施例において、上記支持フレームは、上記昇降コラムの動作をもたらす電気モー
タおよびトランスミッションが伸縮可能な外形部の一つ中に配置され、かつ分離ユニット
としての上記ハウジングが上記伸縮可能な外形部の一つにおける端部に取り付けられたタ
イプのものである。上記ハウジングはこのようにしてアダプタとして機能し、これにより
、上記支持フレーム用にこのタイプの昇降コラムを用いることが可能である。
【００２４】
　本発明は添付図面を参照して以下により詳細に説明される。図面をより明快にするため
に、図示される要素はしばしば切り取った図として示されることに留意するべきである。
関連要素を通る破線は、そこで要素が短縮されていることを示す。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】昇降コラムを装備する高さ調節可能なテーブルである。
【図２】図１に示す高さ調節可能なテーブルの第１実施例における支持フレームである。
【図３】昇降コラムの斜視図である。
【図４】一側から見た、収納位置にある昇降コラムである。
【図５】一側から見た、部分的に伸長位置にある昇降コラムである。
【図６】図５に示す昇降コラムの縦断面である。
【図７】昇降コラムの斜視図であり、駆動ユニットが伸縮可能に配置された外形部内に配
置されている。
【図８】図７の昇降コラムのための分離ユニットとしてのハウジングである。
【図９】図８のハウジングとともに取り付けられた図７の昇降コラムである。
【図１０】図７の昇降コラムの縦断面である。
【図１１】第２実施例における支持フレームの斜視図であり、長手部材を含む支持フレー
ムに昇降コラムが取付けられている。
【図１２】図１１の支持フレームの分解斜視図である。
【図１３】２つの長手部材と１つの横部材の部分斜視図である。
【図１４】長手部材に取り付けられた支持フレームにおける昇降コラムの第２部分の斜視
図である。
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【図１５－１９】支持フレームの１つの昇降コラムがどのようにして長手部材間に取り付
けられるかを示す部分斜視図群である。
【図２０－２８】支持フレームの第３実施例の部分斜視図群であり、昇降コラムがどのよ
うにしてベースユニットに取り付けられるかを含む。
【図２９】ベースユニットの部分とともに側面視で示す図２０である。
【図３０】すべての図示要素とともに側面視で示す図２８である。
【図３１】横壁を向く側面視で示す図２０－３０のベースユニットである。
【図３２】支持フレームの第４実施例の分解斜視図である。
【図３３】支持フレームの第５実施例の分解斜視図である。
【図３４】支持フレームの第６実施例の分解斜視図である。
【図３５－３７】側部から見たロックブロックの実施例の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１に示す高さ調節可能なテーブル１は、ユーザが位置するであろう前側部３、後側部
４、右側部５および左側部５を有するテーブルトップ２を含む。テーブルトップ２の右側
部５および左側部６にはそれぞれ伸縮昇降コラム７が設けられている。上記昇降コラム７
の下端はテーブルを横切って延びる長尺足８に取り付けられている。上記伸縮昇降コラム
７は、操作ユニット９によって長手方向に調節可能であり、これによってテーブルトップ
２の高さを調節することができる。上記２つの昇降コラムは制御部を含む制御ボックスに
接続されている。さらに、上記制御ボックスはテーブルトップの高さの調整をしうる上記
制御ユニット９に接続されている。
【００２７】
　図２は、図１に示す高さ調節可能なテーブルのための支持フレームの第１実施例を示す
。上記支持フレームはさらに、２つのベースユニット１０，１１と２つのクランプ１２，
１３を含んでおり、上記昇降コラムはこれらの間に取り付けられている。上記２つのベー
スユニットは２つの伸縮可能に配置された長手部材１４，１５に接続されている、さらに
、各ベースユニットはこれらに固定された横部材１６，１７を有している。
【００２８】
　図３および図４は、それぞれ昇降コラム１８の斜視図および側面図である。上記昇降コ
ラムは、３つの伸縮可能に配置された矩形外形部１９，２０，２１からなるガイドを含む
。さらに、昇降コラム１８はボックス形状のハウジング２２を含む。上記昇降コラムを作
動させるために、このハウジングはリニアアクチュエータを包含する（図６参照）。上記
リニアアクチュエータは、上記ボックス状ハウジング２２（図６参照）内に配置されたモ
ータユニット２３、および、上記矩形外形部１９，２０，２１の中空部内に配置された可
動リニア起動要素からなる。上記モータユニット２３は、逆転可能な電気モータ２５およ
びトランスミッション２６を含む。上記可動リニア起動要素は、上記モータユニットのト
ランスミッション２６に上記モータハウジングの底部２７の孔を通じて連結されたスピン
ドルユニットとして構成されている。上記スピンドルユニットは、中実スピンドル２８、
中空スピンドル２９および頂部にスピンドルナットをもつチューブ３０から構成されてい
る。上記ハウジング２２は、２つの平行な側部３１，３２、平行な前端３３および後端３
４をもつ、底部２７と同様な矩形の鋼製ボックスから構成されている。上記ハウジング２
２の頂部はカバー３５で閉じることができる。上記前端３３および２つの側部３１，３２
の外表面は、２つの表面を含む。第１の平面３１ａ，３３ａ（図４参照）は上記ハウジン
グの頂部からモータハウジングの底部２７に向けて上記矩形外形部１９，２０，２１の長
手軸と平行に延び、かつこれと連続して第２の平面３１ｂ，３３ｂは上記矩形外形部１９
，２０，２１の長手軸と鋭角をなし、かつ上記モータハウジングの底部２７に接続してい
る。したがって、上記モータハウジングの頂部の面積は上記底部２７の面積より大きい。
上記第１平面から上記第２平面への移行部、かつ上記第２平面から上記底部への移行部は
、丸められている。
【００２９】
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　図７は、ハウジングのない異なるタイプの昇降コラム、いわゆるインライン型昇降コラ
ムの斜視図であり、電気モータ３７およびトランスミッション３８を含む駆動ユニット全
体が伸縮可能に配置された外形部３９，４０，４１内に配置されている。図８は、上記昇
降コラム３５の最上端、より正確には上記外形部４１に取り付けるように意図された分離
ユニットとしてのハウジング４２を示す。上記ハウジング４２は、２つの平行な側部４３
，４４、平行な前端４５および後端４６をもつ、底部４７と同様な矩形の鋼製ボックスか
らなる。上記ハウジングの頂部はカバーで閉じることができる。さらに、上記ハウジング
は図７に示されるタイプの昇降コラムを取り付けるための取り付け面４８を含む。
【００３０】
　図１０における駆動ユニットは、上記昇降コラムに伸縮動をもたらせるためのリニアア
クチュエータとして構成されている。上記リニアアクチュエータは、中実スピンドル４９
および中空スピンドル５０を含み、これら両ピンドルには雄ねじが形成されている。上記
中空スピンドルの下端において、上記中実スピンドルのためのスピンドルナットが固定さ
れており、上記スピンドルナットは雌ねじをもつハウジングとして構成されている。上記
中空スピンドル５０を回転させることにより、上記中実スピンドル４９がその自由端にお
いて回転不能となっている場合に上記スピンドルナット５１は上記中実スピンドル４９に
沿って上方に螺進する。上記中空スピンドル５０は、内側に多数の軸方向に延びる溝５４
が設けられた駆動チューブ５３に取り巻かれている。上記中空スピンドル５０の最上端に
おいて、その外側には上記駆動チューブ５３の上記溝５４に向けて突出する多数の外部フ
ィンをもつリング５５が固定されている。上記駆動チューブ５３を取り巻いてガイドチュ
ーブ５６が設けられ、その下端には上記中空スピンドル５０のためのスピンドルナット５
７が固定されている。上記スピンドルナット５７は、雌ねじをもつブッシュの形態をして
いる。上記駆動チューブ５３が回転させられると、上記ガイドチューブ５６はその上端に
おいて回転不能となっている場合に上記中空スピンドル５０に沿って上方に螺進する。上
記中空スピンドル５０が回転させられると、上記したようにこれに同期して上記中実スピ
ンドル４９に沿って上方に螺進し、すなわち、軸方向動は中空スピンドルと中実スピンド
ルの動きが合わさったものとなる。上記駆動チューブ５３は電気モータ３７によりトラン
スミッション３８を介して駆動される。上記トランスミッションはウオームギヤを含み、
このウオームギヤはギヤホイールセットを介して上記駆動チューブ５３を駆動するクラウ
ンホイールを駆動する。
【００３１】
　図１１は、長手部材および横部材を含む支持フレームの第２実施例の斜視図である。ハ
ウジング６０をもつ昇降コラム５９がベースユニットに位置させられ、このベースユニッ
トは当該第２実施例ではＬ型横断面をもつ２つの平行な長手部材６１，６２および上記２
つの長手部材の端部に取り付けられた横部材６３で構成されている。上記２つの長手部材
６１，６２は、上記昇降コラムハウジング６０の幅と対応する距離を隔てて配置されてい
る。より具体的には、上記昇降コラムのハウジング６０は、ハウジング６０の後端６４が
上記横部材６３に当接し、ハウジングの平行な側部６５，６６が上記長手部材６１，６２
のそれぞれの外形部に当接している。上記昇降コラムの領域またはその近傍において、各
長手部材６１．６２は上記昇降コラムハウジング６０の底部７９（図１参照）に部分的に
わたって配置されるクランプ７５のガイド７１，７２，７３，７４に係合するために設け
られた２つのピン６７，６８，６９，７０を含む。上記クランプ７５は、Ｕ型の横断面を
有し、上記ガイド７１，７２，７３，７４は上記クランプ７５のＵ型における２つの平行
側部のそれぞれに対となって配置されている。上記ガイド７１，７２，７３，７４は湾曲
した方向をもっており、上記Ｕ型のクランプ７４の平行側部の頂部に向かって開口してい
る。上記Ｕ型クランプ７５の底部は矩形の開口８２を含んでおり、この開口８２にロック
ブロック７８の形態においてロック要素が固定されている。上記クランプ７５およびロッ
クブロック７８は、協働して昇降コラムハウジング６０の後端６４を上記横部材６３に向
けて押圧し、かつ上記昇降コラムハウジングの頂部を上記長手部材６１，６２に向けて押
圧する。
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【００３２】
　図１４－１９を参照して、上記昇降コラム５９がどのようにして上記長手部材６１，６
２および横部材６３に固定されるかを以下に説明する。図１５において、上記昇降コラム
のハウジング６０が当該ハウジング６０の後端６４が上記横部材６３に当接するように、
かつ上記ハウジング６０の平行側部６５，６６が上記長手部材６１，６２の内側に当接す
るように位置づけられる。上記Ｕ型横断面をもつクランプ７５が上記Ｕ型の底部の内側が
上記昇降コラムハウジングの底部７９の部分に当接するように位置づけられる。さらに、
上記クランプの平行側部の内側が上記長手部材６１，６２の外側に当接する。上記クラン
プ７５の平行側部において上記ガイド７１，７２が上記ピン６７，６８に係合する。図１
６において、上記ロックブロック７８の一端が、上記昇降コラムの上記伸縮可能に配置さ
れた外形部から最大限離れる方向において上記矩形開口８２の側部に固定される。図１７
において、上記ロックブロック７８は上記クランプの開口８２に向けて部分的に傾斜させ
られている。図１８においては、上記昇降コラム５９、上記クランプ５９および上記ロッ
クブロック７８にかけての部分領域以外は同様な状況が示されている。図１４に対応する
部分領域を示す図１９において、上記ロックブロック７８は上記開口８２内に完全に押し
込まれている。上記ロックブロックの全表面または部分表面８３が上記昇降コラムハウジ
ング６０の前端８４に当接している。上記ロックブロック７８が上記開口８２内に押し込
まれると、上記クランプ７５は上記ガイド８０，８１と上記ピン６７，６８との係合を介
して上記ハウジングの後端６４を上記横部材６３に押圧し、さらに上記長手部材６１，６
２のＬ型外形の水平フラップの方向において上記ハウジングの６０の頂部を上記長手部材
６１，６２に押圧する。
【００３３】
　図２０－２８は、支持フレームの第３実施例を示す。この第３実施例において、上記昇
降コラム８５の固定のために長手部材や横部材が用いられていない。それに代えて、上記
ベースユニット８６は、当該ベースユニットを例えばテーブルトップの下側に固定するた
めの多数のフラップ８７，８８，８９をもつ用具として構成されている。上記ベースユニ
ットは、ボックス形状をしており、かつ矩形底部、２つの平行側壁９１，９２および端部
壁９３から構成されている。図２１に示すように、上記昇降コラムハウジング９５の後端
９４は上記端部壁９３に当接しており、かつ上記ハウジング９５の各平行側壁９６，９７
は上記ベースユニットの２つの平行側壁９１，９２の内側に当接している。
【００３４】
　図２２－２４は、上記クランプ９８がどのようにして上記ベースユニット８６に固定さ
れるかを示す。上記クランプ９８はＵ型の横断面を有する。上記Ｕ型のクランプにおける
２つの平行側部９９，１００のそれぞれには半円形の孔１０１，１０２として構成された
２つのガイドが形成されている。上記クランプ９８は、上記Ｕ型の底部１０３の内側が上
記昇降コラムハウジング９５の底部１０４の部分に当接するように位置づけられる。さら
に、上記クランプ９８の平行側部９９，１００の内側が上記ベースユニットの２つの平行
側壁９１，９２の外側に当接する。上記クランプ９８の上記２つの孔は、エンボス状また
はハーフパンチングの形態をした２つのピン１０５，１０６に係合している。反対側の上
記クランプ９８と上記ベースユニット８６は、それぞれ２つの孔と２つのガイドをもち、
対応する類似の手法によって互いに係合状態にあることが理解されよう。上記Ｕ型クラン
プの底部１０３は、矩形の開口１０７を含む。
【００３５】
　図２５－２８は、ロックブロック１０８がどのようにして上記クランプ９８に固定され
るかを示す。図２５において、上記ロックブロック１０８の一側が上記昇降コラムの上記
伸縮可能に配置された外形部から最大限離れる方向において上記矩形開口１０７の側部に
係合している。図２６および２７において、上記ロックブロック１０８は上記クランプの
上記開口１０７内に向けて部分的に傾斜している。上記ロックブロック１０８の上記開口
１０７への傾斜と並行して、上記ロックブロック１０８は上記昇降コラムハウジング９５
の前端７７を押圧する。このようにして、昇降コラムハウジング９５の後端が上記ベース
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ユニット８６の端部壁９３に押圧される。さらに、上記クランプが上記昇降コラムの上記
伸縮可能外形部と反対方向であって上記ベースユニットの底部９０に向かう方向に移動す
るとき、上記ハウジングの頂部が上記ベースユニットの底部９０に対して押圧される。上
記クランプの移動方向は、上記半円状の孔１０１，１０２の直線部が上記ベースユニット
８６のガイド（ピン）１０５，１０６に係合することによって制御され、この移動方向は
上記昇降コラムの伸縮可能外形部の長手軸に直角な軸に対して鋭角である。
【００３６】
　図２０および２８と対応する図２９および３０はそれぞれ、一側方から見た図である。
図２９は上記ベースユニット８６の断面を示し、図３０はすべての図示要素の断面を示す
。図２９および３０は上記ベースユニットの端部壁９３におけるハーフパンチングまたは
エンボス形態のピン１０９，１１０を示す。上記ピン１０９は上記昇降コラムハウジング
９５の後壁９４に係合するために設けられ、これにより上記ハウジングおよび上記昇降コ
ラムは当該昇降コラム８５の上記伸縮可能外形部の長手軸に沿う方向に固定される。例え
ば図２１に示されているように、上記ベースユニットの端部壁９３が２つのピン１０９，
１１０を含むことがわかる。図３０はさらに、上記ロックブロック１０７がどのようにし
て上記昇降コラムハウジング９５の前端７７に係合しているかを示す。
【００３７】
　図３１は上記端部壁９３を向く側から見たベースユニット８６を示し、当該ベースユニ
ットは上述したピン１０９，１１０を含む。さらに、上記ガイドは両側壁９１，９２に示
されるが、ガイド１０６のみに参照番号が付されている。
【００３８】
　図３２は、上記支持フレームの第４実施例を分解斜視図において模式的に示す。ここに
おいて、ベースユニット１１１はＵ型の横断面を有し、側壁１１２，１１３はそれぞれ２
つのガイド１１４，１１５，１１６，１１７を含む。同様にＵ型横断面を有するクランプ
１１８においては、類似の側壁１１９，１２０がそれぞれ２つのガイドを含んでおり、こ
こにおいて側壁１２０における２つのガイド１２１，１２２のみに参照番号が付されてい
る。上記クランプ１１８の底部はさらに開口１２４を含み、この開口には回転可能な旋回
軸要素１２５の形態のロック要素を固定することができる。昇降コラム１２７のハウジン
グ１２６が上記ベースユニット１１１に配置され、その上に、ベースユニット１１１とク
ランプ１１８の上記ガイド１１４，１１５，１１６，１１７，１２１，１２２がそれぞれ
係合するようにして上記クランプ１１８が配置される。その後、上記回転可能な枢軸要素
１２５が上記開口１２４に挿入されるとともにロック位置に回転され、これにより上記昇
降コラムハウジング１２６の頂部１２８が上記ベースユニットの底部１２９に押圧され、
同様に、上記クランプ１１８が上記ベースユニットの底部１２９に向けて移動させられる
。上記クランプ１１８の移動方向は、上記ベースユニット１１１および上記クランプ１１
８におけるガイド手段１１４，１１５，１１６，１１７，１２１，１２２によって制御さ
れる。
【００３９】
　図３３は、上記支持フレームの第５実施例を分解斜視図において模式的に示す。ここに
おいて、ベースユニット１３０は矩形中空形態としての横断面をもって構成されている。
このベースユニット１３０はロック要素１３２用に適合する開口１３１を含む。さらに、
このベースユニット１３０は、当該ベースユニット１３０の一端を向いて開放する凹部１
３３を含む。上記ベースユニット１３０の端部に続き、側壁１３４，１３５は、横部材１
４０の対応する数の孔１３８，１３９との係合のための留め金として設計された複数のフ
ラップ１３６，１３７を有する。上記支持フレームの組み立てにあたり、上記昇降コラム
の伸縮可能位置された外形部１４３が上記ベースユニット１３０の上記凹部１３３から突
出するようにして、上記ハウジング１４１がベースユニット１３０における昇降コラム１
４２上に配置される。続いて、上記フラップ１３６，１３７と上記孔１３８，１３９とを
係合させることにより、上記横部材１４０がベースユニット１３０に固定される。最後に
、上記ロック要素１３２が上記開口１３１に挿入され、かつロック位置に押動される。上
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記支持フレームは、上記横部材１４０の穴１４４を介してテーブルトップに固定すること
ができる。
【００４０】
　図３４は、上記支持フレームの第６実施例を分解斜視図において模式的に示す。ベース
ユニット１４５はＵ型横断面を有し、側壁１４，１４７はそれぞれ２つのガイド１４８，
１４９，１５０，１５１を含む。上記昇降コラム１５２において、ハウジング１５３の側
壁１５４，１５５はガイド１５６，１５７を含む。上記側壁１５４のガイド１５６，１５
７のみが図示されているのがわかる。対応するガイドが側壁１５５に設けられている。側
壁１５４の上記ガイド１５６，１５７は、ベースユニット１４５の側壁１４７のガイド１
５０，１５１に係合することが意図されている。上記側壁１４６，１４７のそれぞれは、
開口１５８，１５９を含み、この開口にロックブロック１６０，１６１の形態のロック要
素を挿入し、かつ押し込むことができる。
【００４１】
　上記昇降コラム１５２のハウジング１５３は、上記ベースユニット１４５および上記昇
降コラムハウジングのガイド１４８，１４９，１５０，１５１，１５６，１５７がそれぞ
れ係合するようにして上記ベースユニット１４５に位置づけられる。続いて、上記ロック
ブロック１６０，１６１が上記開口１５８，１５９に挿入されかつロック位置に押圧され
る。このようにして、上記昇降コラムハウジング１５３がベースユニットの底部１６２お
よび端部壁１６３に対して押圧され、これにより上記昇降コラム１５２は上記ベースユニ
ット１４５内に固定される。
【００４２】
　上記ロックブロックの構造および機能は、図３５－３７を参照して以下に説明され、上
記ロックブロックは１６４で参照される。このロックブロック１６４は、すべての要点に
おいて、２つの側部１６５，１６６、頂面１６７、第１端面、後面１６８、第２端面、お
おび前面１６９をもつ楔形である。
【００４３】
　上記頂面１６７は２つの側部１６５，１６６において溝部１７０，１７１を含む。上記
頂面１６７から上記後面１６８への移行部において、ロックブロックは突出端１７２を含
む。この突出端１７２は、当該ロックブロックが固定される上記開口の側面と係合するた
めの垂直面１７３を含む。この突出端１７３はさらに、当該ロックブロックが固定される
上記ユニット（クランプまたはベースユニット）の下側に対して係合するための水平面１
７４を含む。上記頂面１６７は、襟部１７５を有して上記２つの側部１６５，１６６およ
び上記前面１６９にわたって延びている。上記襟部１７５の下側１７６は、当該ロックブ
ロックが固定される上記ユニット（クランプまたはベースユニット）の上側に対して係合
することが意図されている。
【００４４】
　上記襟部１７５の下側１７６から上記ロックブロックの２つの側部１６５，１６６およ
び上記前面１６９への移行部は、上記頂面１６７に対して略直角である。この移行部の後
、上記前面１６９は凹曲部をもち、その後上記後面１６８への移行部において凸面となっ
ている。この移行部から、上記後面１６８は直線に延び、上記突出端１７２への移行部に
おいてラウンドしている。
【００４５】
　上記側部１６５，１６６において、２つの溝部１７０，１７１のそれぞれには、フラッ
プ１７７，１７８として構成されたスナップロックが設けられており、これは、静止位置
において上記頂面１６７に対して直角方向に延びている。このフラップ１７７，１７８は
、当該フラップ１７７，１７８を部分的に包囲する上記溝部１７９，１７１の底部に固定
されている。上記溝部１７０，１７１と上記フラップ１７７，１７８との間の自由空間は
、上記フラップ１７７，１７８が上記ロックブロックの２つの側部１６５，１６６に対し
て直角の方向に傾斜することを可能にする。
【００４６】
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　上記スナップロックのフラップ１７７，１７８のそれぞれは、上記頂面１６７と平行な
面を有し、当該ロックブロックが固定される上記ユニット（クランプまたはベースユニッ
ト）の下側に対して係合するために設けられた突出端１７９，１８０をもつ襟部を含む。
【００４７】
　上記ロックブロック１６４をロック位置とするために、当該ロックブロック１６４は、
上突出端１７２が上記開口の後端に係合するようにクランプまたはベースユニットの開口
に挿入される。さらに、上記ロックブロック１６４の前面１６９から後面１６８までの凹
曲移行部が上記昇降コラムハウジングの上記前端に載る。上記頂面１６７に力を加えるこ
とにより、上記ロックブロック１６４は回転して上記開口内に押し込まれ、上記開口の後
端周りに回動する。さらに、上記昇降コラムハウジングは上記ロックブロック１６４から
離れる方向に押され、同時に上記ロックブロックの前面１６９と上記昇降コラムハウジン
グの前端との間の接触部は次第に作用線から作用面に変化する。
【００４８】
　上記ロックブロックが固定される上記ユニット（クランプまたはベースユニット）の上
側に上記襟部１７５が当接すると、上記スナップロックのフラップ１７７，１７８が互い
の方向へ後方傾斜し、かつそれらの静止位置に戻る。そのとき、上記突出端１７９，１８
０は上記ロックブロックが固定される上記ユニット（クランプまたはベースユニト）の下
側に係合する。上記ロックブロック１６４がこのように上記ユニットに押し込まれる結果
、上記突出端１７２の水平面１７４と上記ユニットの下側とが係合し、上記ロックブロッ
クの前面１６９と上記昇降コラムハウジングの前端とが作用面において係合し、かつ上記
突出端１７９，１８０と上記ユニットの下側とが係合することになる。このようにして上
記ロックブロック１６４はそのロック位置をとる。
【００４９】
　上記ロックブロック１６４は、上記スナップロックのフラップ１７７，１７８を互いの
方向へ後方傾斜させ、上記ロックブロックの前面１６９と上記昇降コラムハウジングの前
端との係合を解除することにより、ロック位置から解除することができる。後者は、便宜
上、ネジ回しやその類の物を上記頂面１６７の孔１８１，１８２の一つに挿入することに
より行うことができる。
【００５０】
　上記５つの実施例のそれぞれの要素または原理を上記支持フレームの特定の適用の考慮
において組み合わせることができることがわかる。さらに、本明細書において本発明は高
さ調整可能なテーブルに関して特に説明されているが、本発明はまたその他の家具につい
ても用いうることがわかる。さらに、本発明は当初電動昇降コラムの取り付け用に意図さ
れたが、本発明はまた、頂部にハウジングを有する限り、手動で調整可能な昇降コラムに
も用いうることが明らかであることに留意のこと。
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